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第３章 目標と基本的方向 

第１ 運動目標 

 

 

   

この運動目標の達成度を測る目安として、次のとおり「推進指標」を設定します。 

  

 

 

 

県民総ぐるみでの目標達成を実現するために、「安全」の指標となる刑法犯認知件数と「安

心」の指標となる体感治安をそれぞれ達成度を測る目安にして、日本一安全安心な広島県を

実現しようとするものです。 

（※１）この目標数値は、犯罪の増加傾向に歯止めをかけ、再び減少傾向を取り戻すため、最近の犯罪

情勢やこれまでの減少傾向を踏まえ、本プラン策定時点の前年の刑法犯認知件数（令和６年：

14,675 件）から毎年の減少率を３．５％ずつ縮減することを目指し設定したものです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※２）この目標数値は、広島県が３年ごとに実施する広島県政世論調査において、「自分の住む地域は

治安が良く、安全で安心して暮らせる地域と思うか」の質問に対して、「そう思う」及び「どちら

かといえばそう思う」と肯定的な回答の合計が 90％以上を目指し、第５期プランに引き続き設定

したものです。 

日本一安全安心な広島県の実現 

～住む人 来る人 誰もが安全安心を実感できるまちづくり 

① 刑法犯認知件数の縮減 ･･･ １２，０００件／年以下（※１） 

② 体感治安の向上 ･･･ 治安良好と感じる人の割合９０％以上（※２） 

推進指標 

【毎年 3.5％減少】 

第５期プラン 第６期プラン 

基準年 
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第２ 取組の基本的方向 

  県民、事業者、行政等多様な主体が総ぐるみで各種取組を推進し、県民の方々だけでな

く、広島を訪れる人々なども実感できる「安全」の向上を図るとともに、県民等の不安を取

り除き、「安心」の浸透を図ります。 

１ 安全安心なまちづくり 

 (1)  意識づくり 

    防犯意識と規範意識を高め、県民の「犯罪抵抗力」の向上を図ります。 

 (2) 地域づくり 

    地域の見守り機能を再生・強化し、地域の「犯罪抑止力」の向上を図ります。 

 (3) 環境づくり 

    防犯性が高く「犯罪予防力」に優れた生活環境の創出と普及を図ります。 

２  安全安心をもたらす警察活動 

  ○ 警察活動の強化 

タイムリーな情報発信などにより犯罪の発生を未然に防ぐとともに、新たな犯罪にも

迅速に対応するとともに発生する犯罪を早期検挙することにより、県民の方々等へ安全

と安心をもたらす警察活動を推進します。 

  

○ アクション・プランの大きな柱である「安全安心なまちづくり」は、「意識づくり」「地域

づくり」「環境づくり」の３つの施策分野で構成されています。 

この３つの施策分野の取組が、どのように「安全安心なまちづくり」につながっていく

のでしょうか？ 

 

○ 本プランでは、３つの施策分野で“何をどのようにしていくのか”それぞれの取組の趣旨

とねらいについて、「３つの力」を用いて表現しています。 

 

○ 「３つの力」とは、 

・ 一人一人が「犯罪抵抗力」を高める「意識づくり」 

・ 地域社会の「犯罪抑止力」を向上させる「地域づくり」 

・ 生活環境の中に「犯罪予防力」を備える「環境づくり」 

というものです。 

 

○ 「意識」（人）と「地域」（社会）と「環境」（空間）の３つの分野において、 

【自分自身で】 

【地域みんなで】 

【暮らしの中で】 

犯罪を防ぎ、被害を無くしていく「３つの力」を 

高めていきましょう。 

 

 

     犯罪被害を防止する「３つの力」 コラム 

地域づくり 

「犯罪抑止力」 

環境づくり 

「犯罪予防力」 

意識づくり 

「犯罪抵抗力」 

防犯 
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第３ 重点取組 

１ 「減らそう犯罪」意識＊８の醸成 

   タイムリーな情報発信や多様な主体と連携した防犯講習会等の開催、青少年の非行防止

活動等の推進等により、「自らの安全は自ら守る」という防犯意識と安易に犯罪に手を染め

ない、加担しない規範意識を醸成します。 

２ 見守り活動の活性化 

多様な世代が見守り活動に参加するための取組の促進や、犬の散歩やジョギングなどを

しながら行う「ながら見守り活動＊９」の推進などにより、「地域の安全は地域で守る」と

いう自主防犯活動の担い手を育成し、地域で子供、女性、高齢者等を見守る活動の活性化

を図ります。 

３ インターネットの安全利用の推進 

インターネット利用におけるセキュリティ意識の向上を図るため、防犯教室やセミナー

など、サイバー犯罪＊10の被害を防止する対策を推進するほか、ルールやマナーを守り、

被害者にも加害者にもならないためのインターネットリテラシー教育や、フィルタリング

利用促進をはじめとするＳＮＳに起因する犯罪から子供を守るための取組など、インター

ネットを安全に利用できる各種対策を推進します。 

４ 詐欺被害防止対策の推進 

日々様々な手口が出現し変化する特殊詐欺やＳＮＳ型詐欺に対して、新たな手口に関す

る情報発信や、国際電話番号を用いた詐欺対策、特殊詐欺において被害金の振り込みや引

き出しを行う場となる金融機関やコンビニの窓口対策などを推進します。 

５ 県民生活に不安を与える犯罪の徹底検挙 

パトロールなどの街頭警察活動の強化により街頭犯罪の抑止や安心感の醸成を図るほ

か、匿名・流動型犯罪グループによる犯罪やサイバー犯罪など、多様化・複雑化する犯罪

に対し、戦略的・効果的な実態解明・取締りを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本一安全安心な広島県の実現 

～住む人 来る人 誰もが安全安心を実感できるまちづくり 

運動目標 

 
 

取組の基本的方向 

安全安心をもたらす警察活動 安全安心なまちづくり 

意識づくり 地域づくり 環境づくり 警察活動の強化 

 
 

重点取組 

県民生活に不安を
与える犯罪の 
徹底検挙 

「減らそう犯罪」 
意識の醸成 

見守り活動の 
活性化 

インターネットの
安全利用の推進 

詐欺被害 
防止対策の推進 

＊８：第６期（今期）のアクション・プランの重点取組の一つとして、新たに県民の皆様に呼びかけているもので、「自分の身は自分
で守る」とする「防犯意識」と「社会的なルールを守ろう」という「規範意識」の両方を備えた意識のことです。 

＊９：通勤、ウォーキング、ジョギング、買い物、犬の散歩、花の水やり等の日常生活を行う際、防犯の視点を持って子供などの見守
りを行うことをいいます。 
また、企業によるＣＳＲ活動の一環として、事業者が、日常の事業活動を行いながら子供などの見守りを行うこともいいます。 

＊1０：不正アクセス禁止法違反、コンピュータ・電磁的記録対象犯罪その他犯罪の実行に不可欠な手段として高度情報通信ネット
ワークを利用する犯罪をいいます。 
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第４ 施策体系         

施策領域 施策体系中項目 施策体系小項目 

安
全
安
心
な
ま
ち
づ
く
り 

Ⅰ 

意
識
づ
く
り 

１ 防犯意識の向上 ・多様な広報媒体を活用したタイムリーな情報発信 

・多様な主体と連携した防犯講習会等の開催 

・地域の実情に応じた学校における防犯教育の充実 

・インターネット利用における防犯意識の向上 

２ 規範意識の向上 ・家庭・学校における規範意識の育成 

・青少年の非行防止活動等の推進 

Ⅱ 

地
域
づ
く
り 

１ 子供の安全確保 ・「登下校防犯プラン」を踏まえた防犯活動の推進 

・見守り活動の推進  

・児童虐待防止対策の推進 

２ 女性の安全確保 ・性被害防止対策の推進 

・ストーカー・配偶者暴力被害防止対策の推進 

３ 高齢者の安全確保 ・高齢者等の犯罪被害防止対策等の推進 

・高齢者の活動参画の促進 

４ 持続可能な自主防犯

活動の推進 

・防犯ボランティア団体等の活動の活性化・定着化 

・青色防犯パトロール活動の支援 

５ 事業者による自主防

犯活動の推進 

・防犯ＣＳＲ活動の促進 

・職場防犯リーダーによる情報発信 

６ 健全で魅力あるまち

づくりの推進 

・健全で魅力ある繁華街・歓楽街の形成 

・行政が一体となった安全安心なまちづくりの推進 

Ⅲ 

環
境
づ
く
り 

１ 防犯に配慮した生活

空間の整備促進 

・住宅における防犯対策の推進 

・犯罪被害に遭いにくい製品の普及 

・防犯カメラ等の設置促進 

・犯罪の起こりにくい店舗づくりの推進 

２ 被害者支援と再犯防

止 

・犯罪被害者等への支援の充実 

・ストーカー・配偶者暴力・性犯罪被害に対する支援 

・再犯防止の推進  

・薬物乱用防止対策の推進 

３ 多文化共生のための

環境整備 

・外国人のための相談窓口の運営と周知 

・外国人との共生推進 

４ 安全なサイバー空間

の確保 

・サイバー空間における浄化活動の推進 

・サイバー空間の脅威に関する情報共有の推進 

・インターネット利用における防犯意識の向上【再掲】 

安
全
安
心
を
も
た
ら
す
警
察
活
動 

Ⅳ 

警
察
活
動
の
強
化 

１ 犯罪抑止活動 ・多発する犯罪の抑止対策の推進 

・街頭警察活動の強化 

・特殊詐欺・ＳＮＳ型詐欺の被害抑止対策の推進 

・人身の安全に関わる事案への迅速・的確な対応 

・警察安全相談窓口の周知・適切な対応 

・効果的な交通指導取締りの推進 

・テロ未然防止対策の推進 

２ 犯罪検挙活動 ・凶悪犯罪等の徹底検挙 

・組織犯罪対策の推進 


